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行政事業レビューシートを用いた温暖化対策事業の評価と今後の評価体制に

関する提言 

 

１．はじめに 

2015年 7月，わが国は温室効果ガス排出量を 2030年度までに 2013年度比 26%

削減する目標を決定した．わが国は従前より温暖化対策の推進に対して多額の

公的予算を投じてきたが，かかる長期目標の達成に向けて政府による温暖化対

策事業の重要性は一層増すものと想定される．厳しい財政状況の下で着実な対

策推進を図るには，事業の効果的かつ効率的な実施が不可欠であり，行政事業

レビュー等を通じた PDCA サイクルの実施が重要となる． 

本稿では，行政事業レビューシートを用いた温暖化対策事業について評価す

るとともに，今後の評価体制に関する提言を行う．温暖化対策に関しては多様

な事業が複数の省庁で実施されており，全体像を捉えることが難しい．そこで

以下では，まず過去 6 年間にわたる行政事業レビューシートから温暖化対策関

連事業データベースを作成し，関連事業の推移や分野別構成を把握する（第 3

節）．また，第 22 回行政改革推進会議でも示された通り温暖化対策事業では温

室効果ガス排出削減の効率性，すなわちトン CO2 削減費用[円/tCO2]が重要な指

標になることから，温暖化対策事業経費の大半を占める設備導入補助事業を対

象として CO2 削減単価を明らかにする（第 4 節）．以上を踏まえてわが国の温暖

化対策事業の課題を整理し（第 5 節），今後の温暖化対策事業の評価を効果的に

進める体制として「地球温暖化対策計画」（2016 年 5 月閣議決定）の進捗管理

プロセスにおける行政事業レビューシートデータベースの活用を提案する（第

6 節）． 

なお，本稿は筆者による既報 1)の分析をベースに一部拡充し，評価体制に関

する提言として大幅に加筆修正したものである． 

 

２．分析対象 

本稿では，温暖化対策に関する主要省庁である経済産業省・環境省・国土交

通省が所管または共管する事業を分析対象とする．また，対象年度は行政事業

レビューの初年度（2010 年度）から 2015 年度実施分までの計 6 年間とする．
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このように単年度ではなく複数年度を対象とする理由は，予算規模の大きい一

部事業の開始/終了に集計結果が左右されるのを避け，過去数年間の傾向を捉え

るためである．これら 3 省の過去 6 年間の行政事業レビューシートの総数は

9,055 件であり，シートに記載された事業名・内容・予算額の整合性から継続

事業と判断されるものを束ねたところ，3,082 事業となった（表 1）． 

温暖化対策関連事業の抽出は，各事業の事業名・目的・概要および上位政策・

施策に「温暖化」「エネルギー」等の関連キーワードを含む事業を抽出した上で，

温室効果ガス排出削減・再生可能エネルギー・省エネルギー推進を主目的とす

る事業かどうかを 1 件ずつ判定して行った 1．その結果，3 省の合計で 600 事業

が温暖化対策関連事業となった．その執行額は平均年 7,600 億円程度であり，

うち経済産業省が 7 割，環境省が 2 割，国土交通省は残り 1 割であった（表 1）．

以下ではこの 600 事業を分析対象とする． 

 

表 1 対象事業の概要 

 

経産省 環境省 国交省 3 省計 

6 か年の全シート数 4,005 2,038 3,012 9,055 

全事業数（継続事業を集

約） 

1,422 653 1,007 3,082 

執行額平均 [兆円/年] 2.04 0.48 7.46 9.98 

上記のうち温暖化対策関連事業 

事業数 367 172 61 600 

執行額平均 [億円/年] 

(省別割合) 

5,531 

(72%) 

1,532 

(20%) 

581 

(8%) 

7,645 

(100%) 

 

                         
1 この際，森林吸収源対策や気象観測等に関する事業，あるいはエネルギーの安定供

給や安全保障を主目的とする事業は本稿の対象外とした．また，原子力・核融合関連

事業や福島原発事故の損害賠償等に関連する事業等も，他の温暖化対策事業とは性格

が異なることから本稿では対象外とした． 
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３．温暖化対策経費の推移と分野別構成 

3.1 温暖化対策経費の推移 

温暖化対策関連 600 事業の経費推移を図 1 に示す．家電エコポイント事業（環

境・経産両省で 4,852 億円），住宅エコポイント事業（環境・経産・国交 3 省で

3,888 億円），エコカー補助金（国交・経産両省で 9,604 億円），および震災復

興関連の節電・再生可能エネルギー関連事業の経費は特に大きいため分けて示

した．総額の年変動が大きいが，平均すると年 7,600 億円程度である．また，

エコポイント等の巨額事業を除いた 3 省の経費総額は年 4,000 億円程度で推移

している． 
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図 1 1 温暖化対策経費(執行額)の推移 

 

3.2 温暖化対策経費の分野別構成 

環境省による分類 13),14)等を参考に，温暖化対策事業を以下の視点から分類し

た． 

① 技術分野による分類： 「省エネ」「再エネ」「クリーンコール（CCS，IGCC，

IGFC 等）」「スマートコミュニティ」「蓄電」「燃料転換」「非エネルギー起源

温室効果ガス対策」「その他」．なお，技術を特定しない事業や幅広い温暖

化対策技術を支援する事業は「温暖化対策全般」と分類した． 
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② 支援対象となる活動類型による分類： 「研究開発」「技術実証」「設備導

入」「事業化や対策導入・省エネ診断等の支援」「普及啓発・教育・人材育

成等」「調査・制度検討等」「クレジット取得」「その他」． 

なお，複数の技術分野や活動類型に該当する事業は，それぞれ複数の分類に

該当するものとした．以上の分類に基づく技術分野別構成を図 2 に示す．省エ

ネ分野が 7 割，再エネが 2 割程度であり，エコポイント事業・エコカー補助金

を除くと省エネが約 4 割，再エネが 3 割程度である．また，スマートコミュニ

ティ，蓄電，クリーンコール技術にもそれぞれ 100～200 億円/年前後が投じら

れている． 

同様に，活動類型別構成を図 3 に示す．設備導入支援の経費が大きく，エコ

カー・エコポイントを含めると 7 割，それらを除いても 6 割近くが設備導入支

援の経費であった． 
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図 2 温暖化対策経費の技術分野別構成(2009～2014 年度) 

注) 括弧内は 2009～2014 年度の平均額(億円/年)を示す．*はエコポイント・エ

コカー補助金を除く 593 事業の集計．「温暖化対策全般」はクレジット取得

事業や再エネ・省エネを含めた補助金等を含む．複数の分類に該当する事

業の経費は各区分に均等按分した． 
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図 3 温暖化対策経費の活動類型別構成(2009～2014 年度) 

注) 図 2 の注に同じ． 

 

 

４．設備導入補助事業の費用対効果 

2010 年度以降の行例事業レビューでは，レビューシートに事業の定量的な成

果実績や単位当たりコストの評価が求められている．ここではそれを用いて事

業の評価状況と費用対効果を分析する．なお，ここでの分析対象は前節で「設

備導入」に分類された事業のうち，2010 年度以降の行政事業レビューの対象事

業かつ対象期間の執行額累計が 10 億円以上である事業とする． 

 

4.1 削減効果・費用対効果は評価されているか 

対象とする主な設備導入事業 80 件の成果実績・単位当たりコストの評価欄の

記載内容を分類した結果を表 2 に示す．記載がないものが 7 件，また実施件数

しか記載がないものが 22 件あった．とりわけ，予算規模が最大であるエコカー

補助金については補助金交付台数しか記されていなかった． 

他方，CO2 削減効果や削減単価，あるいはそれを推計可能なデータ（省エネ

量等）の推計値を記載した事業は 34 件あった（表 2）．そのうち省エネルギー

設備補助事業は 15 件であった．また，再生可能エネルギー設備補助事業のほと
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んどは導入した発電容量（kW）と件数のみの記載であった．巨額事業である家

電エコポイント，住宅エコポイントのレビューシートには，ポイント発行状況

に加えて「約 95 万 t-CO2」（家電エコポイント，2009 年度），「約 20 万 t-CO2」

（住宅エコポイント，2010 年度）といった記入があったものの，その算出方法

は示されていなかった． 

 

表 2 設備導入に関する主な 80 事業の評価の状況 

記載内容 具体例 件数 (%) 

CO2 削減効果・削

減単価が推計可

能なデータ 

CO2 削減量[トン CO2]，CO2 削減単価[円/トン

CO2]，省エネルギー量[原油換算キロリット

ル]，バイオ燃料導入量[リットル]等 

34 (43%) 

設備導入容量 発電設備定格出力[kW]，蓄電池容量[kWh]等 12 (15%) 

実施件数のみ*1) 
補助金の交付件数，設備導入台数，事業実施自

治体数等 
22 (28%) 

その他*3) 対象技術の導入目標達成率，市場シェア 等 5 (6%) 

記載なし*2) 7 (9%) 

計 80 (100%) 

注）*1) 実施件数のみ記載の事業数を示す（他の内容の記載もあった事業は含

まない）．*2) シート作成時点で削減実績等がないために未記載のものを含

む． 

 

4.2 事業の費用対効果（CO2 削減費用） 

次に，CO2 削減効果・削減単価が推計可能なデータが記載された 34 事業につ

いて，記載された CO2 削減単価データもしくは記載データに基づき筆者が推計

した CO2 削減単価を整理したのが図 4 である．CO2 削減単価の記載があった場

合，その推計方法はいずれも「事業執行額（または補助総額）÷導入設備耐用

期間における総削減量（ライフタイム削減量）」にて推計を行っていたことから，

削減量のみ記載の事業については同じ方法で筆者が推計した．一部の事業は

1,000～3,000 円/tCO2 未満であり，従来の排出権価格等と比べてもそん色のな

い高い費用対効果水準である一方で，一部事業は数万円～10 万円超であった．
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これは温暖化対策の社会的費用として推計されている水準と比べても高額であ

り，CO2 削減対策としての費用対効果は低いと言わざるを得ない． 
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図 4 温暖化対策設備導入事業の CO2 削減単価[円/tCO2]の推計値 

注）行政事業レビューシートに CO2 削減単価の推計値が記載されたもの，もし

くは記載データより同推計が可能であった 30 事業が対象．表 4 で示した

34 事業のうち 4 事業は削減量と経費の対応が不明等の理由のため削減単価

を示していない．年間削減量のみ記載の事業については設備耐用年数（8

～15 年）と仮定して筆者推計． 
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なお，これらの推計の精度は事業やシート作成年により大きく異なると思わ

れる．例えば，家電エコポイント事業の削減効果は 273 万 t-CO2/年（2009・2010

年度）とされており，環境省・経済産業省・総務省による試算値 3)に基づくと

思われるが，これに対しては会計検査院 4)が過大評価と指摘しており，より適

切なベースラインを用いると削減効果は 21万 t-CO2/年になったという．また，

一部事業については削減対策技術が耐用年数の間稼働し続けると仮定している

が，設備導入による削減効果の持続期間の検証例は僅少であり 5)，実際に 10～

15 年も削減が持続するかは不明である．したがってここでの推計には不確実性

が大きいことに留意が必要である． 

 

 

５．温暖化対策事業をめぐる課題 

以上を踏まえ，温暖化対策事業の課題を整理する． 

 

5.1 一部の巨額事業への予算集中とその評価欠如 

エコカー補助金・エコポイント事業などの大規模な省エネ補助金が，温暖化

対策予算全体の中で非常に大きな割合を占める．にも関わらず，例えばエコカ

ー補助金については行政事業レビューシートでは交付台数しか記載されておら

ず，他の場で詳しい評価がなされた様子もない．過去最大の省エネ補助金であ

るにも関わらずほとんど評価されていないのは大きな問題であろう． 

これらの事業は景気刺激，被災地の雇用創出など他の政策目的も重視されて

いるため，省エネ・CO2 削減効果だけで評価すべきでないとの反論もあり得る．

しかし，仮に景気刺激や雇用創出に必要な事業であったとしても，同時に省エ

ネや CO2 削減への投資インセンティブを適切に与える制度とすべきであり，そ

のような視点からの評価が必要である．省エネ補助金の場合，制度設計によっ

てはリバウンド効果 2のために省エネにつながらない場合さえある 6)7)．さらに，

言うまでもないが，景気刺激や雇用創出の効果が実際にどの程度あったのかの

評価も必要である 8)． 

                         
2 ここでのリバウンド効果とは，たとえ高効率技術を導入しても，活動量が増

加することで高効率化による省エネ効果が打ち消されてしまうことを指す． 
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5.2 ハード支援への偏重とソフト支援への過小投資 

温暖化対策関連予算ポートフォリオのあり方について絶対的な基準は存在せ

ず，例えば省エネ・再エネ・クリーンコールの予算配分はこれで良いのかとい

った評価はできない．しかしながら，現状のポートフォリオは研究開発・実証・

導入といった「ハード支援」に対して偏り過ぎており，関連サービスの事業化

や省エネ診断，省エネ行動促進支援といった「ソフト対策」の支援が手薄であ

ることは明らかと思われる．例えば経済産業省「省エネルギー対策導入促進事

業費補助金」（省エネ診断事業），環境省「CO2 削減ポテンシャル診断・対策提

案事業」といった事業が実施されているが，これらの予算は合計で年 30 億円程

度であり，省エネ予算全体のたった 1%に過ぎない．一層の省エネ推進のために

は，革新的な省エネ技術の開発や市場化だけでなく，既に導入されている技術

の効率的な運用促進も非常に重要である．エネルギー経済学では，費用効果的

な省エネ余地はまだ存在するものの，不完全情報やオーナー・テナント問題と

いった市場バリアによりその実現が妨げられているため，政府施策によりそれ

らを解消する必要があると指摘されている 9)．かかる議論を踏まえると，省エ

ネ・再エネ技術の導入補助金だけでなく，省エネ診断等の市場バリア解消のた

めのソフト支援により多くの予算を配分する必要があるのではないだろうか．

また，消費者行動を省エネ型のものに導くための支援策（いわゆる行動変容プ

ログラム 10)）もほぼ皆無の状況であり，施策の強化が必要と思われる． 

 

5.3 政策の追加性評価の欠如 

図 4 に示した通り，温室効果ガス削減実績やその費用対効果を推計した事業

は多数ある．また，政府は行政事業レビュー以外の場でもさまざまな事業評価

を実施しつつある（例えば文献 4)）．しかし，いずれも「追加性」や「純削減量」

（ネット削減量）を明示的に扱っていない点で大きな問題がある．ここで追加

性（additionality）とは，純粋に当該政策によりもたらされた効果のことを指

し，政策以外の要因を控除（ネット）した削減量を純削減量と呼ぶ 2)．例とし

て何らかのエネルギー消費設備を更新する場合を考えると，老朽化した設備の

更新はいずれにせよ必要であり，新しい設備は以前より高効率であるのが一般
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的なので，成行き（補助金なし）でもある程度の省エネになる．したがって，

設備更新への補助事業については，その省エネ効果の全てを補助金の効果とす

ると過大評価であり，補助金を受けることで成行きより高効率な設備を導入す

る等の効果がなければ追加性はない．過去の NEDO による省エネ補助事業を対象

とした評価事例によれば 2)，補助金がなくとも同じ省エネ投資をしたと思われ

る補助金受領者（フリーライダーと呼ばれる）の割合は 50%程度であった．海

外ではフリーライダーの割合が 40～85%に上るといった推計例もある 11)．フリ

ーライダーを完全に排除することは困難だが，事業効果の過大評価を避けるた

めの追加性（またはフリーライダー）の評価，およびその低減のための対策検

討が必要である． 

 

5.4 費用対効果の低い事業の存在 

4.2 節で述べた通り，CO2 削減単価が 1 万円/tCO2 を上回らない温暖化対策事

業は多い．参考までに，京都メカニズムクレジット取得事業では，総事業費

1,583 億円で 9,749 万 t-CO2 のクレジットが諸外国から取得されており 12)，単

純に費用を取得量で割れば 1,624 円/t-CO2 となる．図 4 にはこれとそん色ない

水準の事業も多い．他方，大規模 HEMS 情報基盤整備事業や住宅エコポイントの

ように，10 万～30 万円/t-CO2 に及ぶ事業も存在する．しかも，これは 5.3 節

で指摘した通り追加性を考慮していない数値であり，追加性を考慮すれば費用

対効果はさらに悪化する．仮にフリーライダーが 50%であれば，削減効果が半

減するため削減費用（円/t-CO2）は 2 倍になる．無論，これらは直接的な CO2

削減だけでなく他の政策目的（景気刺激や長期的な技術開発促進等）を有する

場合もあるため，直ちに非効率な事業と断じることはできないが，CO2 削減の

観点からは費用対効果が低いことを踏まえた上で，それを上回る他の効果があ

るかを評価・検討し，それがない事業については費用対効果の向上策や廃止を

検討する必要がある． 

 

６．さいごに：今後の温暖化対策事業の評価体制に関する提案 

以上のべたように，現状では温暖化対策事業の事後評価は十分でなく，今後

の強化が必要である．そのための体制として本稿では，本年 5 月に閣議決定さ
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れた「地球温暖化対策計画」の進捗管理プロセスと行政事業レビューの連携を

提案したい． 

わが国では，これまで地球温暖化対策計画の前身である「京都議定書目標達

成計画」の下で温暖化対策・施策の進捗管理が毎年実施され，PDCA サイクルが

実施されてきた．しかしその進捗管理では，各省庁が展開する対策・施策を束

ねて一覧にする以上の分析はほとんどなされておらず，事業実施による追加的

削減量の事後評価や事業の費用対効果といった視点からの評価はなされてこな

かった． 

ここで，本稿で述べた通り行政事業レビューシートには CO2 削減効果や CO2

削減単価が記載された事業も多い．さらに，第 22 回行政改革推進会議において

提示されたように，今後の行政事業レビューにおいて温暖化対策事業に係る横

断的な指標として 1 トン当たりの CO2 削減費用の推計が徹底されるならば，こ

れは地球温暖化対策計画の進捗管理においても活用できる非常に有用なデータ

となり得る．同計画の進捗管理において行政事業レビューシートのデータベー

スを活用できれば，全事業の経費や事業成果を包括的に整理することが可能に

なる．また，予算規模が特に大きい事業など重要性の高い事業については，本

稿でも指摘したように追加性を考慮した詳細な評価を行うなど，メリハリのき

いた事後評価が可能になるだろう． 
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